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現状と課題

将来像実現のために
子育て家庭支援

分野を代表する指標

Well-Being

子育て支援・補助が手厚い

こどもたちが健やかに成長できる
まちづくりを進めます

　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことで、誰もが安
心して子育てができ、こどもたちが健やかに夢や希望をもって成長できるま
ちをつくります。

核家族化や地域の関係性の希薄化により子育て家庭を取り巻く環境は大きく
変化しており、妊娠・出産・子育てに関するニーズは高い状況にあるため、すべて
のこどもと家庭に対して、予防的かつ個々の家庭に応じた支援を切れ目なく行
う必要があります。さらに子育てに困難を抱える家庭を支援するため、児童虐待
への早期対応や支援体制の強化が求められています。

現状値（R7）

53.2

目標値（R12）

59.9

Well-Being

こどもたちがいきいきと暮らせる
現状値（R7）

58.4

目標値（R12）

65.4

かすやこども館来館者数

現状値（R6）

42,901人／年

目標値（R12）

45,000人／年

保育所等における待機児童数
（私的理由待機児童数）

現状値（R6）

0（105）人

目標値（R12）

0（24）人

こどもの居場所
粕屋町にはかすやこども館をはじめとした子育て支援や交流の場があり、放課
後や長期休み期間のこどもの居場所となっています。近年は、様々な体験機会
の提供を求める声が多くなっており、引き続き多様な居場所づくりに努めるとと
もに、かすやこども館がより利用しやすくなるような工夫が必要です。

保　育
出生数が減少し、未就学児人口が減少傾向にある一方、ライフスタイルの多様
化に伴い保育ニーズが多様化し、様々な理由により保育所に入所できていない
こどもがいます。また、保育の担い手が不足している状況にあり、安定した人材
確保に向けた働きやすい環境づくりを進め、柔軟な保育サービスの整備に努め
る必要があります。

乳幼児健診
乳幼児の発育・発達の状況把握を行うとともに保護者の不安や悩みに寄り添う
機会として乳幼児健診を実施していますが、受診控えや未受診のケースが見受
けられます。受診を促進し、乳幼児の発育・発達状況に合わせた支援を早期から
行い、保護者の不安感の軽減につなげていくことが重要です。

療育支援
発達に遅れや偏りがある幼児への支援においては、その発達特性が多様化して
おり、より丁寧な対応が求められています。 早期発見と相談支援につなげる体
制の充実に加え、保護者の理解・受容を支える取組や、関係機関との連携強化
が必要です。

住民・
団体等

子育て家庭の交流の場の提供や支援を必要とするこどもへの働
きかけなど、地域一体となった子育て支援に取り組む。
地域の行事に積極的に参加し、こどもと関わる機会をつくる。

●

●

地域での交流や支援の取組と連携し、子育てに役立つ情報を分
かりやすく発信する。
親子で参加できる教室やイベントを開催する。

●

●
行　政

【町民意識調査（R6）】子育ての環境が整っていると思いますか

● ●

●
●

●
偏差値 偏差値

全体
（N＝1,055）

7.6% 24.1% 14.3% 4.6%46.9% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■そう思う　■ややそう思う　■どちらともいえない
■あまりそう思わない　■そう思わない　■無回答関連するSDGsのゴール

子育て分野 1

そう思う＝31.7%そう思う＝31.7%

データ集へのリンクは
こちらから

子
育
て

そう思わない＝18.9%そう思わない＝18.9%
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現状と課題
将来像実現のために 高齢者支援

分野を代表する指標

Well-Being

私は、町内の人が困っていたら
手助けをする

住み慣れた地域で安心して暮らせる
まちづくりを進めます　

　すべての住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、社会参加や
医療・介護・福祉サービスの連携によって支え合うまちをつくります。

粕屋町の高齢者数は増加しており、サポートが必要な独居高齢者や高齢者のみ
の世帯なども増えています。こうした中、認知症への理解促進や相談先の周知、
地域で支える仕組みの整備が課題となっています。

現状値（R7）

77.6

目標値（R12）

77.9

Well-Being

困ったときに相談できる人が
身近にいる
現状値（R7）

35.9

目標値（R12）

50.0

重層的支援による対応件数
現状値（R6）

－

目標値（R12）

40件／年

介護予防ポイント申請者数

※介護予防ポイント…介護予防活動（セルフケア活動・
　サポート活動）の実績に応じて付与されるポイント

現状値（R6）

364人

目標値（R12）

600人

介護保険
高齢化の進行に伴い、介護保険事業費の増加が見込まれます。サービスの質を
確保しつつ、給付の適正化や介護認定の公平・公正な審査を持続的に行うため
の体制整備が求められています。

障がい者支援　（図表1）

町民アンケートでは「障がい者が地域や社会の中でともに暮らせていると思う」
と答えた人は約2割と低くなっています。障がいのある人やその家族への支援の
充実が必要です。

社会福祉　（図表2）

町民アンケートでは「困ったときの福祉相談窓口を知っている」と答えた町民は
3割程度にとどまっています。誰もが困りごとを相談できるように福祉相談窓口
の認知度を向上するとともに、複雑化・複合化した地域の生活課題に、関係各
課及び関係機関との重層的な支援体制が求められています。

窓口サービス
住民の異動手続きを1つの窓口で完了できるワンストップサービスを提供するな
ど、窓口の利便性向上に取り組んでいます。しかしながら、手続きの複雑化や来
庁者の集中により、待ち時間が長くなるなどの課題があります。今後は、窓口業
務のデジタル化を進め「書かない窓口」や「行かない窓口」の実現を図るなど、自
治体フロントヤード改革の推進が求められています。

住民・
団体等

ゆうゆうサロンやシニアクラブ等の地域での活動に積極的に参
加する。
高齢者の就労の機会や居場所を提供する。
困っていることがあれば相談する。

●

●
●

地域での活動を支援する。
高齢者の就労やボランティア活動を支援する。
相談窓口を設置・運営する。

●
●
●

行　政

【町民意識調査（R6）】
困ったときの福祉相談窓口を知っていますか

【町民意識調査（R6）】
障がい者が地域や
社会の中でともに
暮らせていると思いますか

全体
（N＝1,055） 3.6% 17.5% 17.3% 5.8%54.1% 1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
（N＝1,055）

5.2% 22.6% 31.8% 35.0%4.7% 0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（図表1）

（図表2）

● ●

●
●

●
偏差値 偏差値

関連するSDGsのゴール

くらし・福祉分野 3

■よく知っている　■やや知っている　■どちらともいえない
■あまり知らない　■知らない　■無回答■そう思う　■ややそう思う　■どちらともいえない

■あまりそう思わない　■そう思わない　■無回答データ集へのリンクは
こちらから

く
ら
し
・

福
祉

そう思う＝21.1%そう思う＝21.1% そう思わない＝23.1%そう思わない＝23.1%

知っている＝27.8%知っている＝27.8% 知らない＝66.8%知らない＝66.8%
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現状と課題
将来像実現のために 高齢者支援

分野を代表する指標
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目標値（R12）

40件／年

介護予防ポイント申請者数

※介護予防ポイント…介護予防活動（セルフケア活動・
　サポート活動）の実績に応じて付与されるポイント

現状値（R6）

364人

目標値（R12）

600人

介護保険
高齢化の進行に伴い、介護保険事業費の増加が見込まれます。サービスの質を
確保しつつ、給付の適正化や介護認定の公平・公正な審査を持続的に行うため
の体制整備が求められています。

障がい者支援　（図表1）

町民アンケートでは「障がい者が地域や社会の中でともに暮らせていると思う」
と答えた人は約2割と低くなっています。障がいのある人やその家族への支援の
充実が必要です。

社会福祉　（図表2）

町民アンケートでは「困ったときの福祉相談窓口を知っている」と答えた町民は
3割程度にとどまっています。誰もが困りごとを相談できるように福祉相談窓口
の認知度を向上するとともに、複雑化・複合化した地域の生活課題に、関係各
課及び関係機関との重層的な支援体制が求められています。

窓口サービス
住民の異動手続きを1つの窓口で完了できるワンストップサービスを提供するな
ど、窓口の利便性向上に取り組んでいます。しかしながら、手続きの複雑化や来
庁者の集中により、待ち時間が長くなるなどの課題があります。今後は、窓口業
務のデジタル化を進め「書かない窓口」や「行かない窓口」の実現を図るなど、自
治体フロントヤード改革の推進が求められています。

住民・
団体等

ゆうゆうサロンやシニアクラブ等の地域での活動に積極的に参
加する。
高齢者の就労の機会や居場所を提供する。
困っていることがあれば相談する。

●

●
●

地域での活動を支援する。
高齢者の就労やボランティア活動を支援する。
相談窓口を設置・運営する。

●
●
●

行　政

【町民意識調査（R6）】
困ったときの福祉相談窓口を知っていますか

【町民意識調査（R6）】
障がい者が地域や
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（N＝1,055） 3.6% 17.5% 17.3% 5.8%54.1% 1.6%
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全体
（N＝1,055）
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（図表1）

（図表2）

● ●

●
●

●
偏差値 偏差値

関連するSDGsのゴール

くらし・福祉分野 3

■よく知っている　■やや知っている　■どちらともいえない
■あまり知らない　■知らない　■無回答■そう思う　■ややそう思う　■どちらともいえない

■あまりそう思わない　■そう思わない　■無回答データ集へのリンクは
こちらから

く
ら
し
・

福
祉

そう思う＝21.1%そう思う＝21.1% そう思わない＝23.1%そう思わない＝23.1%

知っている＝27.8%知っている＝27.8% 知らない＝66.8%知らない＝66.8%
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現状と課題
将来像実現のために

生涯学習・文化　（図表1）

分野を代表する指標

Well-Being

文化・芸術・芸能が盛んで誇らしい

文化やスポーツに親しめる
まちづくりを進めます

　誰もが文化やスポーツに触れる機会を創出し、文化・スポーツが生活の
一部となることで、住民の心が豊かになるまちをつくります。

現状値（R7）

47.2

目標値（R12）

50.0

Well-Being

将来生まれてくる世代のために、
良い環境や文化を残したい
現状値（R7）

80.0

目標値（R12）

80.0

Well-Being

学びたいことを学べる機会がある
現状値（R7）

49.9

目標値（R12）

64.2

図書館資料貸出数
現状値（R6）

424,819点／年

目標値（R12）

460,000点／年

スポーツ施設利用者数
現状値（R6）

344,991人／年

目標値（R12）

380,000人／年

住民・
団体等

文化・スポーツに積極的に触れ合う。
出前講座を利用して粕屋町の歴史を学ぶ。
スポーツの体験会を実施する。
お祭り、施設訪問といった町内イベントへ参加する。

●
●
●
●

文化・スポーツに触れる機会を提供する。
歴史に関する出前講座などを提供する。
スポーツができる場を提供する。
町内イベントの開催を支援する。

●
●
●
●

行　政

現在、生涯学習施設では、利用者のニーズに応じた教室や講座を開催していま
すが、生涯を通じて学びの機会があると考えている町民は約3割にとどまってい
るのが現状です。これまで以上に学習機会の提供に取り組み、誰もが学び続け
ることができる環境づくりが必要です。

歴 史　（図表2）

粕屋町には、阿恵官衙遺跡をはじめとした豊かな歴史資源があります。しかし、
町民アンケートの結果では、町の歴史に興味がある人は約3割にとどまっている
状況であるため、町民の歴史に対する関心を高めることが必要です。

スポーツ
スポーツ活動の機会は世代によって差があり、年齢や生活環境に応じた運動機
会の確保が課題となっています。ライフステージに応じて、誰もがスポーツを
「する」「みる」「ささえる」ことができる環境の整備が必要です。

図書館
生活スタイルの変化により、図書館への来館機会は減少傾向にあります。こうし
た状況への対応として、図書館の来館利用促進だけでなく、デジタルの活用に
よる時代に即した図書館サービスの充実が必要です。

【町民意識調査（R6）】
生涯を通して身近に学びの機会があると思いますか （図表1）

【町民意識調査（R6）】
町の歴史に興味を持っていますか （図表2）

●

●

●

●

※電子図書貸出数含む
関連するSDGsのゴール

文化・スポーツ分野 5

全体
（n＝1,055）

■そう思う　■ややそう思う　■どちらともいえない　■あまりそう思わない
■そう思わない　■無回答

■持っている　■やや持っている　■どちらともいえない
■あまり持っていない　■持っていない　■無回答

0.0%

6.9% 27.7% 19.8% 7.4% 1.8%36.4%

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体
（n＝1,055）

0.0%

7.7% 24.5% 33.2% 18.5% 0.6%15.5%

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

偏差値 偏差値

偏差値

そう思う＝34.6%そう思う＝34.6%

持っている＝32.2%持っている＝32.2% 持っていない＝51.7%持っていない＝51.7%

そう思わない＝27.2%そう思わない＝27.2%

データ集へのリンクは
こちらから
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するべきこと 1

母子保健と児童福祉の機能を合わせた「こども家庭センター」を中心に、家庭や
地域の状況を的確に把握しながら、子育て世帯への一体的な相談支援を進め、
困難を抱える家庭が孤立しないような支援体制を構築します。

すべての妊産婦・子育て家庭を支援します

※サポートプラン…妊産婦や乳幼児をはじめ、子育て家庭におけるニーズやリスクを整理し、支援内容・目標を記録した支援計画書
※潜在保育士…保育士資格を有しながら現在保育士として従事していない人
※働き方改革…一億総活躍社会実現に向けた、労働環境を大きく見直す取組のことを指し、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革

取組.1 一体的な相談支援体制の構築

児童虐待防止の啓発に取り組むとともに、地域の関係機関と連携した支援体制
を整備します。

虐待を含む通告や相談に迅速に対応し、こどもやその家庭が抱えている課題や
状況を把握したサポートプラン※を作成して、ニーズに応じた支援を行います。

取組.2 児童虐待の防止

●

するべきこと 2

かすやこども館、認可保育所での子育て支援ルーム、公民館での親子サロン等
によるこどもと保護者の交流機会を提供し、子育ての相談や保護者間での情報
交換ができる場所を創出します。

こどもの居場所をつくります

取組.1 子育て世帯の交流機会の提供

●

●

●

こどもの居場所、子育ての拠点であるかすやこども館において、創作・運動など
親子で楽しめるイベントや講座を充実させ、こどもと保護者がともに学び・成長
できる場を提供します。

インターネット予約等、利用者の利便性を高めるための取組を行います。

取組.2 かすやこども館の充実

●

●

ニーズの高い年代や利用目的などを捉え、必要性の高い分野において「居たい」
「行きたい」「やってみたい」こどもの居場所づくりを進めます。

様々な関係機関と連携し、こどもも子育て世代もホッとできる、新たなこどもの
居場所を創出します。

取組.3 新たなこどもの居場所づくり

●

●

するべきこと 3

保護者のライフスタイルの多様化に対応し、一時保育などのニーズに合った保
育サービスが提供できるよう、保育環境の充実を図ります。

保育士に対して計画的な研修を推進し、保育サービスの質の向上に努めます。

保育環境を整えます

取組.1 保育サービスの充実

●

●

保育士の処遇改善や潜在保育士※の就職支援を行います。

保育施設での働き方改革※や業務の効率化を進め、保育士が働きやすい職場環
境を整えます。

取組.2 保育の担い手の確保

●

●

地域の幼児教育・保育ニーズを適切に把握し、町立保育所及び幼稚園の再編を
行うとともに、認可保育所の定員の見直し等により適正な体制を整備します。

老朽化した町立保育施設の改修を進めるとともに、私立保育施設に対して必要
な支援を行い、快適で安全な幼児教育・保育環境を整えます。

取組.3 幼児教育・保育の提供体制の適正管理

●

●

重点プロジェクト

子
育
て

かすやこども館
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するべきこと 1

認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対する正しい知識や対応方法に
ついて学ぶ機会を提供します。

認知症の啓発イベント、認知症カフェ※や相談会などを開催し、認知症になって
も生活しやすい地域を目指します。

高齢者に寄り添う支援をします

※認知症カフェ…認知症に関心がある人が、ボランティアや介護・福祉などの専門家と身近な場所に集い、交流できる場

取組.1 認知症に対する知識の普及

認知症の相談があった際には、地域包括支援センター、初期集中支援チーム、
警察、ケアマネージャー、民生委員や医療機関等の関係機関と連携しながら、
本人や家族を支援します。

取組.2 認知症に関する関係機関との連携

●

●

するべきこと 2

高齢者を対象に、運動、音楽、料理などの講座を開催し、介護予防の知識や他者
との交流によって、いきいきと自立した生活を送れるように支援します。

介護予防教室の受講に対して換金可能な介護予防ポイントを付与することで、
積極的に介護予防に取り組む高齢者数を増やします。

高齢者の自立を支援します

取組.1 高齢者の自立に対する支援

●

●

●

高齢者の相談先の認知度向上のため、高齢者の総合的な相談を受けている
地域包括支援センターについて、様々な場面で周知を行います。

取組.3 高齢者の相談先の周知

●

住民主体で実施される「ゆうゆうサロン」は、高齢者の通いの場であり、ボラン
ティアにとっても地域で役割を持つ貴重な場となっています。運営支援や情報
提供、人材育成のための研修等を通して、継続的な活動の充実を図ります。

取組.2 多様な介護予防主体への支援

●

高齢者に関するサポーター（ボランティア）の育成や研修を実施し、通いの場や
介護予防教室などでサポーターが活躍できる体制を整えます。

取組.3 高齢者を地域で支える仕組みづくり

●

するべきこと 3

介護保険事業費の増加が懸念されるため、介護サービス給付が適正であるよう
に、ケアプラン点検と事業所への指導を行います。

介護保険制度を健全に運営します

取組.1 介護サービス給付の適正化

●

介護サービス利用のために介護認定が必要な方の審査を行います。公平・公正・
迅速に審査するため、認定調査員、審査会委員、事務局員に対して定期的に研修
を行います。

取組.2 介護認定審査の適正化

●

地域で必要とされる介護サービスの充実を図り、提供する事業所を指定します。
また、指定した事業所が適切に運営されるよう指導・監督を行います。

取組.3 指定事業所の指定、指導・監督

●

するべきこと 4

相談ケースに応じて迅速に対応できるよう、日頃から相談支援機関と連携を図
ります。また、本人が暮らし方を選択できるよう、必要な支援や情報の提供を行
います。

障がいのある人の暮らしを支えます

取組.1 相談支援機関との連携

●

障がいや障がいのある人に対する町民の理解を深めるため、人権のつどいや福
祉の日などを通して周知・啓発活動を行います。

取組.2 障がいへの理解促進

●

障がい福祉サービスの提供に加え、障がいのある方の地域での生活を応援する
ため、相談や活動の場を提供する地域活動支援センターの利用を支援します。

障がいのあるこどもの発達促進や安心して過ごせる居場所づくりとして放課後
等デイサービスなどの安定的な利用を推進します。

取組.3 日中活動の場の提供

●

●

重点プロジェクト

く
ら
し
・

福
祉
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するべきこと 1

認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対する正しい知識や対応方法に
ついて学ぶ機会を提供します。

認知症の啓発イベント、認知症カフェ※や相談会などを開催し、認知症になって
も生活しやすい地域を目指します。

高齢者に寄り添う支援をします

※認知症カフェ…認知症に関心がある人が、ボランティアや介護・福祉などの専門家と身近な場所に集い、交流できる場

取組.1 認知症に対する知識の普及

認知症の相談があった際には、地域包括支援センター、初期集中支援チーム、
警察、ケアマネージャー、民生委員や医療機関等の関係機関と連携しながら、
本人や家族を支援します。

取組.2 認知症に関する関係機関との連携

●

●

するべきこと 2

高齢者を対象に、運動、音楽、料理などの講座を開催し、介護予防の知識や他者
との交流によって、いきいきと自立した生活を送れるように支援します。

介護予防教室の受講に対して換金可能な介護予防ポイントを付与することで、
積極的に介護予防に取り組む高齢者数を増やします。

高齢者の自立を支援します

取組.1 高齢者の自立に対する支援

●

●

●

高齢者の相談先の認知度向上のため、高齢者の総合的な相談を受けている
地域包括支援センターについて、様々な場面で周知を行います。

取組.3 高齢者の相談先の周知

●

住民主体で実施される「ゆうゆうサロン」は、高齢者の通いの場であり、ボラン
ティアにとっても地域で役割を持つ貴重な場となっています。運営支援や情報
提供、人材育成のための研修等を通して、継続的な活動の充実を図ります。

取組.2 多様な介護予防主体への支援

●

高齢者に関するサポーター（ボランティア）の育成や研修を実施し、通いの場や
介護予防教室などでサポーターが活躍できる体制を整えます。

取組.3 高齢者を地域で支える仕組みづくり

●

するべきこと 3

介護保険事業費の増加が懸念されるため、介護サービス給付が適正であるよう
に、ケアプラン点検と事業所への指導を行います。

介護保険制度を健全に運営します

取組.1 介護サービス給付の適正化

●

介護サービス利用のために介護認定が必要な方の審査を行います。公平・公正・
迅速に審査するため、認定調査員、審査会委員、事務局員に対して定期的に研修
を行います。

取組.2 介護認定審査の適正化

●

地域で必要とされる介護サービスの充実を図り、提供する事業所を指定します。
また、指定した事業所が適切に運営されるよう指導・監督を行います。

取組.3 指定事業所の指定、指導・監督

●

するべきこと 4

相談ケースに応じて迅速に対応できるよう、日頃から相談支援機関と連携を図
ります。また、本人が暮らし方を選択できるよう、必要な支援や情報の提供を行
います。

障がいのある人の暮らしを支えます

取組.1 相談支援機関との連携

●

障がいや障がいのある人に対する町民の理解を深めるため、人権のつどいや福
祉の日などを通して周知・啓発活動を行います。

取組.2 障がいへの理解促進

●

障がい福祉サービスの提供に加え、障がいのある方の地域での生活を応援する
ため、相談や活動の場を提供する地域活動支援センターの利用を支援します。

障がいのあるこどもの発達促進や安心して過ごせる居場所づくりとして放課後
等デイサービスなどの安定的な利用を推進します。

取組.3 日中活動の場の提供

●

●

重点プロジェクト
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※ユニバーサルスポーツ…年齢、性別、障がいの有無などにかかわらず、誰もが一緒に楽しめるよう工夫されたスポーツ
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するべきこと 1

生涯学習センターにおいて、多様なニーズに応じた講座等を開催するとともに、
適切な施設管理に努め、誰もが気軽に学ぶことができる機会を提供します。

ライフステージに応じた学習機会を提供し、誰もが学び続けられる環境づくりを
進めます。

地域活動指導員や地域の人材を公民館の学習会や体験教室に派遣し、町民の
ニーズにあった学習機会を提供します。

生涯学習の充実と文化の振興を図ります

取組.1 多様な学習ニーズへの対応

●

●

●

文化芸術に親しむことができる機会として、町民による文化活動の発表の場と
鑑賞・体験の機会を提供し、地域文化の充実を図ります。

文化団体への支援を通じて、文化芸術に関する地域人材の発掘や講師ボラン
ティアの拡充を図り、加えて、これまで中学校が主体となってきた部活動につい
て、地域人材等が活動の主体となる地域展開に取り組みます。

取組.2 文化芸術活動の推進

●

●

阿恵官衙遺跡をはじめとする文化財を適切に保存します。

歴史講座、歴史資料館での展示・解説、学校教育と連携した歴史学習等を通し
て、町の歴史や文化への理解を深めるとともに、次世代へ継承していきます。

取組.2 文化財の保存・活用

●

●

するべきこと 2

発掘調査体制を整え、埋蔵文化財保護と開発行為の円滑化を図ります。

発掘成果や歴史文化の持つ魅力を現地での説明だけでなく、デジタル技術を
活用し、わかりやすく発信していきます。

町の歴史に触れる機会を創出します

取組.1 発掘調査の強化及び成果の発信

●

●

するべきこと 3

ホームページや広報紙などを活用して情報発信し、図書館サービス全体の認
知度向上に取り組みます。

読書イベント等による図書館の利用促進に取り組みます。

図書館・電子図書館の利用促進に努めます

取組.1 図書館の利用促進

●

●

ハード面の整備を含めた適切な施設管理により、来館者に快適な環境を提供
します。

セルフ貸出機の活用を促進し、貸出手続きの効率化に取り組むことで、図書館
の利便性向上を図ります。

取組.2 図書館施設の環境整備

●

●

来館せずに図書の貸出や返却ができ、障がい者や高齢者にも使いやすい電子
図書館を広く周知し、利用促進を図ります。

取組.3 電子図書館の利用促進

●

するべきこと 4

ユニバーサルスポーツ※の体験会等、年齢を問わず気軽にスポーツに親しむこ
とができる機会を提供し、町民のスポーツ実施率向上を図ります。

スポーツ団体への支援を通じて、スポーツ振興とスポーツボランティア人口の
拡充を図り、加えて、部活動の地域展開に取り組みます。

する・みる・ささえるスポーツを推進します

取組.1 スポーツ活動の推進

●

●

老朽化したスポーツ施設を改修し、町民が安全に安心してスポーツに取り組め
る・観戦できる環境を整備します。

取組.2 スポーツ施設の環境整備

●

プロのアスリートとの交流を通じて、スポーツを身近に感じる機会を創出し、
青少年の健全育成を推進します。

かすやドーム等を活用し、スポーツ大会の誘致に取り組みます。

取組.3 プロスポーツとの連携強化

●

●

重点プロジェクト

文
化
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阿恵官衙遺跡 現地説明会



するべきこと 4

健診対象者に確実な案内を行うとともに、負担なく受診できるよう柔軟に対応
することで、受診しやすい環境を整えます。

未受診者に対しては、関係機関と連携して訪問を行い、状況を把握しながら必
要な支援につなげます。

乳幼児の健やかな発育を支援します

取組.1 乳幼児健診の受診促進

●

●

小児科専門医をはじめとして、歯科医師、保健師など専門性の高いスタッフを適
切に配置し、年齢に合わせた健診の質を向上させるとともに、安心して健診を受
けられる体制を整えます。

取組.2 健診体制の強化

●

健診や相談、訪問、教室等を実施し、妊産婦や乳幼児を育てる保護者の不安解
消に努め、必要に応じて関係機関と連携しながら継続支援を行い、安心して子
育てできる環境を整えます。

取組.3 切れ目のない支援体制の充実

●
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するべきこと 5

療育が必要と判断された幼児に対して、個々の発達特性に応じた適切な支援が
受けられるよう早期療育体制を整えます。

発達に遅れや偏りがある幼児を支援します

取組.1 療育支援の充実

幼稚園や保育所等に専門職員による巡回相談を行い、集団生活での適切な支
援やこどもの発達特性への理解を促進していきます。

年長児を対象とした年長児検査（発達検査）を通して、発達特性の理解や関わり
方などについて保護者支援の充実を図り、必要に応じて発達相談や適切な療育
へつなげます。

取組.2 発達特性の理解と関わり方への支援

●

●

●

子
育
て

中央保育所
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するべきこと 5

介護と育児のダブルケアや引きこもりと生活困窮など、個人・世帯が複数の課題
を抱えており、より複雑化・複合化した生活課題がある場合に、課題全体を捉え
た一体的な支援を行うため、高齢者・障がい者・こども・生活困窮者といった各
分野を超えて相談・支援を行う重層的な支援体制を整備していきます。

生活の困りごとへの相談支援を充実させます

※自治体フロントヤード改革…自治体と住民との接点（フロントヤード）の多様化・充実化、窓口業務の改善などを通じて、住民の利便性向上と職員の業務効率化を図ること

取組.1 重層的支援体制の整備

相談窓口の認知度を高めるため、広報紙、ホームページ、SNSを活用した情報発
信を行います。

福祉に関する相談時に、内容や緊急度に応じて、困りごと相談室や社会福祉協
議会等の関係機関との連絡調整を行います。

取組.2 福祉相談窓口の周知

●

するべきこと 6

自治体フロントヤード改革を進め、窓口業務のデジタル化や対面対応の質を高
め、住民にとって利用しやすい行政サービスを実現します。

窓口サービスを充実させます

取組.1 自治体フロントヤード改革※の推進

●

●

●

相談ケースに応じて迅速に対応できるよう、日頃から福祉事務所、困りごと相談
室、社会福祉協議会等の機関との連携体制を強化し、必要な方に必要な情報が
届けられるよう民生委員などの支援者との情報共有を行います。

取組.3 支援機関との連携

●

来庁時に申請書を記入しない「書かない窓口」の推進に向け、来庁前の事前入
力やマイナンバーカードの連携による申請手続きの簡素化を進めます。

来庁せずに手続きが完結する「行かない窓口」の充実に向け、コンビニ交付サー
ビスやマイナポータルによるオンライン手続の利用を促進します。

取組.2 書かない・行かない窓口の推進

●

●

く
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第6次粕屋町総合計画ができるまで
～市民参画の取組・ワークショップ編～

「かすや未来創造ワークショップ」および「高校生ワークショップ」を開催しました！
　「第6次粕屋町総合計画」は策定の過程で、アンケート調査やワークショップなどの市民参画を通じて、多くの方々の声を反映しています。
　この市民参画の取り組みの一環として開催した、若い世代を中心とした約25人がオンラインでさまざまな意見を交わした「かすや未来創造ワークショップ」
や魁誠高等学校の生徒が自分たちの意見をまとめ、箱田町長へプレゼンを行った「高校生ワークショップ」の様子をお伝えします。

かすや未来創造ワークショップ

開催日時：令和6年12月19日(木)18:00-19:20
開催方式：Zoom会議
参加者：粕屋町のまちづくりに興味がある町内外の約25名の方
主なプログラム：
「ここが大好き、かすやまち！」（参加者による発表）
「かすやまちの未来について考えよう！」（参加者によるトークセッション）

●
●
●
●

開催概要

▲当日のオンライン会議の様子

参加者のみなさんそれぞ
れの「粕屋町の好きなとこ
ろ」について、熱いコメン
トをいただきました！ 

画面に入りきらないほどた
くさんの仲間と一緒に参
加してくださったチームも
あり、終始和やかな様子で
積極的な意見交換が行わ
れました。

高校生ワークショップ

開催日時：令和6年9月~10月に3回開催
実施場所：福岡県立福岡魁誠高等学校
参加者：福岡魁誠高等学校「粕屋町研究会」の生徒21名
主なプログラム：
「未来の粕屋町を表現するキャッチフレーズ」と「めざすまちの姿を実現するために必
要なこと」をグループで検討・グループで検討した内容を高校生自ら町長へプレゼン

●
●
●
●

開催概要

▲プレゼンの様子（上）町長からの講評の様子（下）

生徒たちは、グループごとにそれぞれのテーマに
ついてタブレットで必要な情報を収集しながら
ディスカッションを行い、自分たちの考えた
キャッチフレーズやその思いが、どうしたら町長
や町民のみなさんにより伝わるかを一丸となっ
て考えました。

どのグループも発表に向けた準備をしっかり行
い、緊張しながらも、しっかり町長へのプレゼン
テーションを実施しました！
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するべきこと 5

介護と育児のダブルケアや引きこもりと生活困窮など、個人・世帯が複数の課題
を抱えており、より複雑化・複合化した生活課題がある場合に、課題全体を捉え
た一体的な支援を行うため、高齢者・障がい者・こども・生活困窮者といった各
分野を超えて相談・支援を行う重層的な支援体制を整備していきます。

生活の困りごとへの相談支援を充実させます

※自治体フロントヤード改革…自治体と住民との接点（フロントヤード）の多様化・充実化、窓口業務の改善などを通じて、住民の利便性向上と職員の業務効率化を図ること

取組.1 重層的支援体制の整備

相談窓口の認知度を高めるため、広報紙、ホームページ、SNSを活用した情報発
信を行います。

福祉に関する相談時に、内容や緊急度に応じて、困りごと相談室や社会福祉協
議会等の関係機関との連絡調整を行います。

取組.2 福祉相談窓口の周知

●

するべきこと 6

自治体フロントヤード改革を進め、窓口業務のデジタル化や対面対応の質を高
め、住民にとって利用しやすい行政サービスを実現します。

窓口サービスを充実させます

取組.1 自治体フロントヤード改革※の推進

●

●

●

相談ケースに応じて迅速に対応できるよう、日頃から福祉事務所、困りごと相談
室、社会福祉協議会等の機関との連携体制を強化し、必要な方に必要な情報が
届けられるよう民生委員などの支援者との情報共有を行います。

取組.3 支援機関との連携

●

来庁時に申請書を記入しない「書かない窓口」の推進に向け、来庁前の事前入
力やマイナンバーカードの連携による申請手続きの簡素化を進めます。

来庁せずに手続きが完結する「行かない窓口」の充実に向け、コンビニ交付サー
ビスやマイナポータルによるオンライン手続の利用を促進します。

取組.2 書かない・行かない窓口の推進

●

●

く
ら
し
・

福
祉

第6次粕屋町総合計画ができるまで
～市民参画の取組・ワークショップ編～

「かすや未来創造ワークショップ」および「高校生ワークショップ」を開催しました！
　「第6次粕屋町総合計画」は策定の過程で、アンケート調査やワークショップなどの市民参画を通じて、多くの方々の声を反映しています。
　この市民参画の取り組みの一環として開催した、若い世代を中心とした約25人がオンラインでさまざまな意見を交わした「かすや未来創造ワークショップ」
や魁誠高等学校の生徒が自分たちの意見をまとめ、箱田町長へプレゼンを行った「高校生ワークショップ」の様子をお伝えします。

かすや未来創造ワークショップ

開催日時：令和6年12月19日(木)18:00-19:20
開催方式：Zoom会議
参加者：粕屋町のまちづくりに興味がある町内外の約25名の方
主なプログラム：
「ここが大好き、かすやまち！」（参加者による発表）
「かすやまちの未来について考えよう！」（参加者によるトークセッション）

●
●
●
●

開催概要

▲当日のオンライン会議の様子

参加者のみなさんそれぞ
れの「粕屋町の好きなとこ
ろ」について、熱いコメン
トをいただきました！ 

画面に入りきらないほどた
くさんの仲間と一緒に参
加してくださったチームも
あり、終始和やかな様子で
積極的な意見交換が行わ
れました。

高校生ワークショップ

開催日時：令和6年9月~10月に3回開催
実施場所：福岡県立福岡魁誠高等学校
参加者：福岡魁誠高等学校「粕屋町研究会」の生徒21名
主なプログラム：
「未来の粕屋町を表現するキャッチフレーズ」と「めざすまちの姿を実現するために必
要なこと」をグループで検討・グループで検討した内容を高校生自ら町長へプレゼン

●
●
●
●

開催概要

▲プレゼンの様子（上）町長からの講評の様子（下）

生徒たちは、グループごとにそれぞれのテーマに
ついてタブレットで必要な情報を収集しながら
ディスカッションを行い、自分たちの考えた
キャッチフレーズやその思いが、どうしたら町長
や町民のみなさんにより伝わるかを一丸となっ
て考えました。

どのグループも発表に向けた準備をしっかり行
い、緊張しながらも、しっかり町長へのプレゼン
テーションを実施しました！
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現状と課題将来像実現のために

都市整備

分野を代表する指標

Well-Being

公共交通機関で、好きな時に
好きなところへ移動ができる

インフラ資産をいかし住みやすい
まちづくりを進めます

　安全で快適な道路ネットワークや公共交通、生活環境を支えるインフ
ラ設備の構築によって、利便性を向上させ、住み続けられるまちをつくり
ます。

現状値（R7）

55.1

目標値（R12）

62.1

Well-Being

歩道や信号が整備されていて
安心である
現状値（R7）

36.4

目標値（R12）

50.0

Well-Being

自慢できる都市景観がある
現状値（R7）

46.7

目標値（R12）

50.0

宅地面積
現状値（R6）

575 ha

目標値（R12）

600 ha

オンデマンドバスの利用者数
現状値（R6）

－

目標値（R12）

70,000人／年

将来的に住宅地や産業用地として土地利用の可能性が高い地域では、防災、環
境及び周辺への影響を配慮し、計画的なまちづくりを推進する必要があります。
九大農場跡地は、購入に向けて九州大学との協議を進めています。今後は協議
と並行して、土地利用について具体化していく必要があります。
まちの顔にふさわしい、にぎわいと個性のある場所として長者原駅・原町駅周辺
の整備に向けて構想を具体化し、計画策定を進めていく必要があります。

粕屋町 基礎調査報告書より

昼間12時間自動車類交通量（上下合計）の推移 （図表1）

住民・
団体等

公共交通を積極的に利用する。
粕屋町の利便性の良さをアピールする。

●
●

公共交通の利便性を向上させる。
生活インフラを整備する。

●
●行　政

●

●

●

●

●

道路　（図表1）

町内では通過交通が増え、交通渋滞の発生のほか、道路の舗装やガードレール
などの破損が頻発しています。また、歩行者が安全に歩けない道路もあり、歩行
者の安全性・利便性の確保が課題です。さらに、車道や側溝の老朽化も進んで
おり、今後は計画的かつ効率的な維持管理・修繕を進める必要があります。
粕屋町が管理する橋梁は123橋あり、定期点検や補修を行っていますが、建設
後30年を経過する橋梁の割合が93%となっており、今後急速に老朽化が進む
ため、橋梁の維持管理にかかる費用の増加が見込まれます。安全性と信頼性を
確保するため、計画的に修繕を進める必要があります。

●

●

公共交通
粕屋町は公共交通のうち鉄道や路線バスなどが充実している一方で、町内巡回バ
スは、便数や利便性などに多くの課題があります。このような現状を踏まえ、誰もが
利用しやすい、持続可能な地域公共交通の仕組みを構築していく必要があります。

水 道
安全で安心な水道水を提供するため、浄水施設での水質管理、計画的な水質検
査及び老朽管の更新工事などを行っています。今後も継続して安全で安心な水
の供給を行うため、計画的な管理・運営が必要です。

偏差値 偏差値

偏差値

関連するSDGsのゴール

都市づくり分野 6

福岡高速4号線（区間1）　　　福岡高速4号線（区間2）　　　一般国道201号（区間1）
一般国道201号（区間2）　　　福岡東環状線（2車線）　　　福岡東環状線（4車線）
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